
OpenAI o3 と GPT-4o の知財業務適用比較 

OpenAI o3 

知的財産業務の各領域において、最新モデルである OpenAI o3 が従来の GPT-4o（従来

版 GPT-4 モデル）に比べてどのような業務効率化・意思決定支援の強みを持ち、何が可

能になったか、そして依然残る課題は何かを整理します。o3 は推論能力とツール連携能

力が大幅に強化されており、チャットボットが自律的にウェブ検索や Python 解析、画像認

識などを組み合わせてマルチステップで課題解決することが可能になりました。一方、

GPT-4o は知識カットオフや外部ツール未連携による制約があり、知財業務で活用するに

は情報の網羅性や正確性に課題がありました。以下、各業務領域ごとに o3 で可能になっ

たこと（強化点）、GPT-4o で困難だった点、それでも残る課題を見出しと表形式で整理し

ます。 

知財戦略策定業務 (IP 戦略の立案) 

o3 によって可能になったこと・強化点: 

• 最新情報の収集と分析: ChatGPT 上でウェブ検索や社内データ解析(Python)を自

律的に実行できるため、競合他社の最新特許出願動向や市場の技術トレンドな

ど、戦略策定に必要な最新情報を短時間で網羅的に集約・分析できます。従来は

ユーザが個別に調査して与える必要があった情報をモデル自身が取得できるた

め、大幅な効率化が可能です。 

• 高度な意思決定支援: 強化された論理推論力により、技術ポートフォリオの長所・

短所分析や他社特許との比較評価など、複数要因を踏まえた戦略立案シミュレー

ションが可能です。実際、o3 は外部評価でビジネスコンサル領域での分析力が向

上（重大な誤り 20%減少）しており、思考パートナーとして仮説立案・検証を行う能

力も備わっています。これにより、例えば自社の強み技術分野での特許取得戦略

や、弱み領域での特許補強策について、より綿密で裏付けのある提案を生成でき

ます。 

• マルチモーダルな検討: 必要に応じて特許関連の図表や市場グラフなどの画像資

料を読み取り、その内容を戦略検討に反映できます。例えば技術ロードマップ図を

与えれば、その場で解釈し特許戦略上の示唆を抽出する、といったことも可能で

す。 



GPT-4o では難しかった点: 

• 最新データへのアクセス制限: GPT-4o は 2021 年 9 月までの学習データに基づく

ため、それ以降の特許出願や技術動向を把握できず、最新情報に基づく戦略策

定が困難でした。また特許データベース等への直接アクセス手段もなく、ユーザが

最新資料を手動で提供する必要がありました。 

• 複合的分析の不足: 外部ツールを自律利用できないため、特許マップ作成や定量

分析はユーザ任せで、モデルは与えられたテキスト内での議論しかできませんで

した。結果として、戦略立案に必要な市場データ・競合特許分析・技術トレンドなど

を総合した包括的提案を一度の対話で得ることは難しく、断片的なアドバイスに留

まっていました。 

• 出力の信頼性: 戦略に関わる定量的な裏付け（特許件数や出願傾向など）を

GPT-4o に尋ねても、訓練データ内の不完全な情報から推測するしかなく、不正確

な示唆や汎用的すぎる提案にとどまりがちでした。外部情報源を参照しないため、

回答の検証も難しく、意思決定根拠としては心許ない面がありました。 

o3 にもなお残る課題: 

• データと分析の妥当性チェック: モデルが取得・分析した情報の正確性や網羅性

は、最終的に人間の専門家による検証が不可欠です。例えば、モデルがウェブ検

索で収集できる情報には限りがあり、非公開情報や有料データベース上の情報は

得られません。また分析結果も統計的な裏付けが必要な場合があります。したが

って、o3 の提案はあくまで下調べ・叩き台として位置づけ、最終判断には人間の

知見を合わせる必要があります。 

• 戦略の質と文脈: o3 は与えられた指示やデータに従って分析しますが、企業のビ

ジネス戦略やリスク許容度といった文脈を完全に理解することは困難です。例え

ば、防御的出版戦略を取るべきか積極的に特許出願すべきか、といった判断には

経営判断が絡みます。モデルの提案は参考になりますが、組織の方針との整合

性や実現可能性の精査が必要です。 

• 機密情報の取り扱い: 戦略策定では機密性の高い情報（新製品計画や将来の出

願意図など）を扱うため、それらをモデルに入力する際の情報漏洩リスクに注意が

必要です。ChatGPT Enterprise などデータが学習に再利用されない環境で使う、

あるいは社内サーバで API を利用するなど、情報管理には引き続き留意する必要

があります。 

IP ランドスケープ業務 (特許ランドスケープ分析) 



o3 によって可能になったこと・強化点: 

• 大規模データの自動収集: o3 は必要に応じて関連する特許群をウェブ上で検索

し、公開特許公報のテキストを取得して分析する、といった処理を自律的に行えま

す。例えば特定技術分野の特許ランドスケープを作成する際、主要なキーワード

で特許を検索し、その出願人や出願年の分布を Python ツールで集計するといっ

た一連の作業をモデルが実行可能です。人手では膨大な時間がかかる数百件規

模の特許調査も、モデル支援により短時間で一次分析が行えます。 

• 知見の俯瞰と可視化: o3 は取得した特許データからトレンドやクラスターを発見

し、レポート形式で整理することが得意です。強化学習による推論の深さとツール

連携により、関連特許を技術的特徴ごとにグルーピングしたり、主要出願人トップ

10 をリストアップしたりといった処理が可能です。必要に応じて Python でグラフを

生成し視覚化することもできるため、例えば「出願数の年次推移グラフ」や「技術カ

テゴリ別の特許件数比較」なども自動生成できます。これらはランドスケープ分析

の報告資料作成にそのまま活用でき、意思決定者にとって理解しやすいアウトプ

ットを短時間で得られます。 

• マルチモーダルデータの活用: 従来は難しかった図面や表の解析も、o3 では可能

です。例えば既存の特許ランドスケープ報告書に含まれる技術分野マップの画像

を入力すれば、その画像内容を読み取って要点をテキスト化し、自社の分析に統

合することができます。また手描きのホワイトボード写真から技術分類のアイデア

を読み取る、といった柔軟な使い方もでき、新たな洞察を得る助けになります。 

GPT-4o では難しかった点: 

• 大容量テキスト処理の限界: GPT-4o は一度に処理できるトークン長に制限があ

り、膨大な特許データを一括で入力することはできませんでした。数十件程度の特

許概要を解析することは可能でも、網羅的なランドスケープには何度も分割して対

話する必要があり、効率が悪かったと言えます。 

• 自動収集・分析の不足: GPT-4o 自身はデータ収集能力を持たないため、ユーザ

が事前に特許データを収集・要約して与える必要がありました。このため、モデル

に渡す前段階の情報収集で多大な工数がかかり、結果として**AI の利点（自動分

析）**を十分に活かせませんでした。特許分類やクラスター分析も手動のため、モ

デルは与えられた範囲で単に文章を要約する程度にとどまり、横断的な知見（「主

要出願人はどこか」「技術の空白領域はどこか」など）を自発的に示すことは困難

でした。 

• 視覚情報の非対応: GPT-4o（従来モデル）はテキスト以外の入力を扱えないか、

限定的でした。そのため、特許の被引用数推移グラフや技術分野マップなど画像



で提供される情報を読み取らせることができず、分析者が画像内容をテキスト化し

て伝える必要がありました。これはランドスケープ分析において手間となるだけで

なく、モデルが受け取れる情報量を減らし、分析精度にも影響しました。 

o3 にもなお残る課題: 

• データ網羅性と精度: o3 は公開 Web 上の情報を使って分析しますが、特許ランド

スケープの高品質な作成には専用データベースや有料ツールでの網羅検索が理

想的です。Web 検索のみではヒットしない特許（例えば最新の公開特許公報が検

索エンジンにまだインデックスされていない場合など）やデータ取得漏れの可能性

があります。また、取得データのクリーニングや重複特許の扱いなど、精緻な部分

で人手の確認・補正が必要になる場合があります。 

• 洞察の質: モデルは統計的・表面的なパターンは抽出できますが、その背景にあ

る原因や業界動向の文脈解釈は不得意です。例えば、ある企業の出願件数増加

トレンドを検出したとしても、「なぜ増加したのか（新規事業参入か、防衛的出願か

等）」まではモデルは推測しかできません。最終的な洞察付与はアナリストの経験

と知識に委ねられます。o3 は膨大なデータを整理する「下準備」を高速化するもの

と位置づけ、深い解釈は人間が担う必要があります。 

• 出力結果の確認: ランドスケープ分析結果としてモデルが出力した内容（例えばト

ップ出願人リストや技術分類ごとの特許数）が、そのまま正しいとは限りません。デ

ータ収集過程で漏れや誤分類があれば結果も誤ります。特に重要な経営判断に

用いるランドスケープであれば、モデル出力をそのまま採用せず、サンプリング検

証や再現性チェックを行うことが望まれます。 

特許調査業務 (先行技術・特許調査) 

o3 によって可能になったこと・強化点: 

• 自律的な先行技術検索: o3 はユーザーの質問に応じて自ら適切な検索クエリを構

築し、インターネット上で先行技術（特許・論文）を検索できます。例えば「○○に関

する過去の特許は？」という問いに対し、関連キーワードで特許データベース

（Google Patents 等）を検索し、有望な特許を数件見つけ出すことが可能です。必

要に応じて検索語を変更したり追加検索を行うなど、エージェント的に試行錯誤し

ながら Relevant な先行文献を探し出します。これにより、従来は調査員が手作業

で行っていたキーワードブレインストーミングと検索の反復を、モデルが肩代わりし

ます。 



• 発見結果の要約と比較: 見つけ出した先行特許や論文の内容をその場で解析し、

要点や新規性に関わるポイントを要約できます。o3 の長文処理・推論能力のおか

げで、特許のクレームや詳細な実施例を読み込み、調査対象の発明との類似点・

相違点を整理することも可能です。これにより、先行技術調査報告書のドラフトと

なるような「発明 A に類似する先行技術リストと各概要」をモデルが自動生成す

る、といった使い方ができます。人間はその結果を精査し、追加調査が必要な領

域を特定するといった高次作業に注力できます。 

• 多言語・多ソースの調査: o3 は多言語に対応しているため、外国特許や非英語の

文献も直接検索・要約できます。例えば日本語の発明提案に対し英語や中国語の

先行特許を探す、あるいは欧州特許公報を英語に翻訳して内容を把握するといっ

たことが可能です。さらに、特許だけでなく関連する学術論文や標準規格文書など

も検索対象に含めることで、包括的な先行技術調査が実現します（モデルは与え

られた指示に基づき Web 上で入手可能な情報源を幅広く当たることができます）。 

GPT-4o では難しかった点: 

• 検索機能の不在: GPT-4o 自身にはインターネット検索機能がなく、先行技術その

ものを見つけ出すことはできませんでした。ユーザから与えられた既知の特許番

号や文献情報に基づいて内容を要約することはできても、新たな先行技術をモデ

ルに発見させることは困難でした。結果として、モデルは「USPTO や EPO のデー

タベースでキーワード検索すると良い」といった一般論を述べるに留まり、具体的

な公報番号やタイトルを提示できない場合が多くありました。 

• 情報の正確性の問題: GPT-4o は訓練データから得た断片的な知識に頼って回答

するため、特許番号や発明名称などを誤って提示するケースがありました。例えば

架空の特許番号を挙げてしまう、実在するが無関係な特許をリストする、といった

誤答が発生し得ます。また特許分類コードや法律要件に関する知識も不正確で、

調査では重要な IPC/CPC 分類の理解・活用ができませんでした。これらにより、

GPT-4o 単独で先行技術調査を完結させることはできず、必ず専門家の手動確認

が必要でした。 

• 網羅性・深度の不足: 複雑な検索クエリ（ブール演算や引用関係を利用した高度

な検索）には対応できず、モデルが提示する結果は広範な調査のごく入口に過ぎ

ませんでした。特に発明の新規性を厳密に評価するには、関連する先行技術を漏

れなく洗い出す必要がありますが、GPT-4o は人手で作成した問いに対し表面的

な回答しか返せないため、網羅的調査という観点では不十分でした。 

o3 にもなお残る課題: 



• 調査結果の網羅性・漏れ: o3 の自動検索は有用ですが、与えられた指示やキー

ワードに基づくため、人間の検索者が行うような柔軟な発想転換（まったく異なる

切り口からの検索）には限界があります。AI が見落としたキーワードやアプローチ

で重要な先行技術が潜んでいる可能性も常にあるため、人間による検索との二重

チェックが望ましいでしょう。また特許調査では、単に関連文献を見つけるだけでな

く、その公開日や権利範囲といった法的観点の確認も必要です。モデルが提示し

た参考文献が本当に発明を新規性・進歩性の点で脅かすものか、出願日的に適

切か、といった評価は最終的に専門家が判断する必要があります。 

• 精度と誤検出: 自然言語で書かれた特許や論文の内容をモデルが要約・比較す

る際、微妙な技術的相違や法的ニュアンスを見落とす可能性があります。たとえば

先行特許のクレームに記載の重要な限定要素を読み飛ばして「本発明と類似」と

誤判断するケースです。逆に表現の違いから本質的には同じ技術なのに「異なる」

と判断してしまうこともあります。これらの誤りをそのまま信じると新規性判断を誤

るリスクがあるため、モデルの比較結果も必ず原文にあたって確認する慎重さが

求められます。 

• 機密保持と検索痕跡: 先行技術調査ではまだ出願していない発明の内容をモデ

ルに入力し検索を行うため、その情報が外部に漏れないか心配があります。o3 自

体は結果を公開することはありませんが、インターネット上で検索を行う際に極端

に詳細な発明内容を直接検索キーワードに含めることは避けるべきでしょう（第三

者が検索ログを見る可能性は低いですが、企業ポリシー上の配慮が必要）。適切

に抽象度を上げたキーワードで検索させる、あるいは社内に蓄積した非公開先行

技術データに対してモデルを使う、といった工夫が考えられます。 

発明発掘業務 (社内発明の掘り起こし・創出) 

o3 によって可能になったこと・強化点: 

• ブレインストーミング支援: o3 は創造的なアイデア出しと批判的検証の双方に長け

ており、発明発掘のパートナーとして有用です。技術者から提供された断片的なア

イデアや技術課題を入力すれば、その場で関連しそうな解決手段のバリエーショ

ンや応用例を多数生成できます。さらにそれらのアイデアに対し、自ら「この案は

既存技術とどこが違うか」「課題を十分に解決できるか」といった視点で評価・深掘

りすることも可能です。これにより、従来はブレスト会議で行っていたアイデア拡散

→収束のプロセスを、モデルとの対話で迅速に回すことができます。 

• 潜在発明の抽出: 社内文書（研究レポートや実験ノートなど）を長文解析し、そこに

記載された新規アイデアの種を発見・要約することができます。o3 の大容量コンテ



キスト処理や Python ツール連携により、例えば技術報告書の中から斬新な試み

やデータ上特異な結果をピックアップし「ここに特許になり得る発明の可能性があ

ります」と指摘させる、といった使い方も考えられます。これは発明の掘り起こし作

業を補助し、忙しい研究者が見過ごしていたアイデアを浮上させる助けとなりま

す。 

• 新規性のその場検証: o3 はアイデア提案に対して、その場で簡易な先行技術サ

ーチを行い新規性をざっと確認することもできます。たとえば研究者が提案した発

明コンセプトに対し、モデルが「類似の公開例がないか」ウェブ検索し、近い技術が

見つかれば教えてくれます。これにより、「それは既に特許〇〇にあります」といっ

たフィードバックを迅速にもらえるため、次のアイデアへと議論を進めやすくなりま

す。GPT-4o と比べリアルタイムでのその場検証が可能になった点は大きく、発明

提案の質を高めるフィルタとして機能します。 

• 図や設計の理解: 発明者が描いたラフスケッチやフローチャートの画像を入力し、

その内容を理解して関連する発明の可能性を議論できます。例えば新機構の構

造図をモデルに見せれば、文章でその動作原理を説明させたり、改良案を提案さ

せたりできます。これはアイデア段階のモックアップや設計図から発明を言語化す

る助けとなり、発明者の頭の中のイメージを特許に落とし込む初期作業を支援しま

す。 

GPT-4o では難しかった点: 

• 創造的発想のカバー範囲: GPT-4o もブレインストーミング自体は可能でしたが、

その発想は主に学習データに基づく一般論が多く、斬新さや具体性の点で物足り

ないケースがありました。特に、既存の技術課題に対し定石的な解決策は出せて

も、業界になかったような新しい視点の提案は期待しづらい面がありました。o3 で

は強化学習により創造性と批判的思考が高まっていますが、GPT-4o 時点では創

造性に限界が見られました。 

• アイデア検証の不足: GPT-4o は提案されたアイデアが既存技術とかぶるかどう

かを自前で検証することができず、ユーザーが別途先行技術調査をする必要があ

りました。また、図面など非テキスト情報も扱えなかったため、発明者のラフ図を読

み取ってアイデア展開するといったこともできませんでした。このため、発明者の話

す内容や書いたテキストだけが頼りであり、潜在的なヒント（図表や設計情報）を十

分活用できていませんでした。 

• コンテキスト保持の制限: 発明発掘は対話を重ねてアイデアを磨くプロセスです

が、GPT-4o では長いセッションで前提を維持するのが難しく、過去の議論を踏ま

えた提案が弱い傾向がありました。長文を与えると重要点を見落とすこともあり、

複数のアイデアを同時並行で検討すると混乱するケースもありました。 



o3 にもなお残る課題: 

• 提案アイデアの実現性評価: モデルが生み出すアイデアは一見もっともらしく魅力

的でも、実際に技術的に実装可能か、ビジネス的に意味があるかは別問題です。

o3 は技術的背景知識は豊富ですが、現実世界の制約（コスト、物理法則、社内リ

ソースなど）までは考慮しません。したがって、モデル発のアイデアを採用するかど

うかは、技術者やマネジメントがその妥当性を精査する必要があります。 

• 新規性の保証: 簡易な先行技術チェックはできても、モデルが「これは新しい」と言

ったからといって特許性が保証されるわけではありません。特許出願に踏み切る

前には、専門の調査員による綿密な先行技術調査が依然必要です。モデルのサ

ーチは補助として有用ですが、見落としや誤判断のリスクがある以上、それだけで

発明の特許性判断を下すのは危険です。 

• 発明者の関与: o3 が優秀な提案を色々出せるからといって、人間の発明者の役

割がなくなるわけではありません。最終的に何を発明として採用し、どのようにブラ

ッシュアップするかは人の創造力と判断に委ねられます。また、仮にモデルの提案

をそのまま採用した場合の発明者の帰属（発明者欄に誰を書くか）といった倫理・

法律上の論点も現状ではクリアでないため、あくまで支援ツールとして位置づけ、

主体は人間であることが重要です。 

特許明細書作成業務 (特許出願書類のドラフト) 

o3 によって可能になったこと・強化点: 

• 長大な明細書の一貫生成: o3 は従来モデルに比べ長文の一貫性保持能力が高

く、複雑な特許明細書をセクションごとに分断せずまとめてドラフト生成できる可能

性があります。発明の背景、課題、解決手段、具体的実施例、クレームといった各

項目を一連の流れとしてモデルに書かせることで、表現や用語の統一が図りやす

くなります。特に o3 は論理的に筋道だった出力をする傾向が強まり、章間で矛盾

の少ない整合的な文章を生成しやすくなっています。 

• 高度な文章表現とテンプレート活用: o3 はトレーニングデータおよびツール利用に

より、洗練された特許文書の言い回しや定型表現を適切に用いることが期待でき

ます。例えば過去の類似技術分野の特許公報（公開公報テキスト）をモデルが自

律的に参照し、その文章スタイルや重要フレーズ（「本発明の一形態によれば…」

等）を取り入れることも可能です。結果として、特許事務所のスタイルに沿ったドラ

フトや、各国特許庁の好む表現を反映した書きぶりをモデルが学習・模倣し、質の

高いドラフトの叩き台を提供できます。 



• 図面・コードとの連携: o3 は画像解析やコード生成も可能なため、明細書作成に

関連して図面や疑似コードを扱うことも支援できます。例えば発明のフローチャート

図を入力してその図の説明文を書く、発明のアルゴリズムを Python コードで記述

してそれを擬似コード風に添付する、といった柔軟な使い方ができます。従来は図

面やコードは人間が別途準備していましたが、モデルが一次案を生成し、人間が

修正する形で効率化が図れます。さらに、クレーム間の参照関係チェックや用語の

統一もモデルにクロスチェックさせることで、ケアレスミスの低減にも寄与します。 

• 迅速なドラフト生成: 上記のような機能により、発明メモさえ用意すればモデルが

短時間で明細書全文の草案を出力できるため、ドラフト作成に要する時間を大幅

短縮できます。特に繰り返しの多い実施例記載や、背景技術の陳述など、定型的

な部分はモデルに任せ、人間はクレームの微調整や権利範囲の検討に注力でき

るようになります。これは特許出願件数の多い企業にとっては業務効率の飛躍的

向上につながります。 

GPT-4o では難しかった点: 

• コンテキスト容量の制約: GPT-4o で長大な明細書を作成するには、セクションごと

に分割して入力・出力を繰り返す必要がありました。例えばまず背景と課題を生成

し、次に解決手段…という具合に段階的に依頼するため、各セクション間で用語や

内容の齟齬が生じるリスクがありました。また、全体を見通した調整（冗長箇所の

削除や整合性確認）がモデル自身では困難で、最終的に人手で統合・修正する手

間が残りました。 

• 秘密情報の扱い: GPT-4o を用いて明細書ドラフトを作成する際、未公開の発明内

容そのものをモデルに提供する必要があります。しかし従来の ChatGPT はプライ

バシーポリシー上、入力内容をサービス改善に利用する可能性があり、企業にと

っては発明の漏洩リスクとなり得ました。そのため機密保持契約のない汎用 AI に

発明詳細をそのまま入力するのは避けざるを得ず、実務では活用が限定的でし

た。 

• 法的文脈の理解不足: GPT-4o は特許特有の法律的ニュアンス（例えばクレーム

での用語選択一つで権利範囲が左右されること等）を深く理解していません。その

ため、生成されたクレームが冗長であったり重要要件を欠いていたりすることがあ

り、結局弁理士が一から作成し直す場合もありました。「発明のポイントを過不足

なく記載する」「禁止事項（例えば単一クレーム中の選択肢羅列等）を避ける」とい

った細かな点はモデル任せにできず、ドラフト品質にはばらつきがありました。 

• 引用や先行技術の処理: 明細書中で先行技術との対比を記載する際、GPT-4o

は適切な先行例を引用することができませんでした（そもそも先行技術調査ができ

ないため）し、仮にユーザーが与えた先行文献について言及させても、法的に踏み



込み過ぎた表現（例えば「この先行技術では本発明のような効果は得られていな

い」等）をしてしまう恐れがありました。これらは審査で不利になる可能性があるた

め注意が必要ですが、モデルにはその判断ができません。 

o3 にもなお残る課題: 

• 最終的な品質保証: o3 のドラフトはあくまで下書きであり、最終提出用の明細書に

仕上げるには専門家の監修が不可欠です。法律要件（サポート要件、明確性要件

など）を満たしているか、クレームの範囲設定が適切か、といった点はモデルには

判断しきれません。自動生成された文章には冗長表現や不適切な表現が残る可

能性もあるため、必ず人間がレビューして修正・補強するプロセスが必要です。 

• 責任の所在: 明細書の内容に誤りがあった場合の責任は生成 AI ではなく出願人

/代理人にあります。モデルの提案に依存しすぎて重要な技術的記載を落としてし

まったり、誤解に基づく説明をそのままにしてしまったりすると、権利化段階で致命

的な欠陥となり得ます。したがって、どんなに o3 が高性能化しても責任を持って内

容を保証できるのは人間のみであることを念頭に置く必要があります。 

• 倫理・規制対応: 国によっては、AI が生成した文章をそのまま特許出願に使用す

ることに何らかの開示義務や規制がかかる可能性があります（現時点ではそのよ

うな規制はありませんが、将来的な議論として）。企業内で AI 補助を使う際も、社

内ガイドラインで人間によるチェック体制を義務付ける等のルール作りが求められ

ます。o3 の登場で利便性は飛躍しましたが、それに伴うリスク管理も重要です。 

権利化業務 (特許出願後の中間処理・権利取得) 

o3 によって可能になったこと・強化点: 

• 拒絶理由通知の解析自動化: 特許審査で通知される拒絶理由（審査官の引用文

献や拒絶理由の詳細）を o3 に解析させ、要点の自動抽出や応答案の素案作成

が可能です。例えば、拒絶理由通知書全文をモデルに読み込ませると、引用され

た先行技術ごとに「どのクレームのどの要素が新規性・進歩性欠如と指摘されて

いるか」を整理させることができます。さらに、各引用文献（特許公報）の開示内容

をモデルが要約し、本発明との差異点を列挙するといった分析も自動化できます。

これらに基づき、「クレーム〇〇に〇〇の技術的特徴を追加して区別しよう」といっ

た応答方針の草案をモデルが提示することも可能であり、中間処理における意思

決定支援となります。 



• 先行技術の迅速調査: 審査官の引用した先行技術について、モデルが自律的に

追加情報を検索したり関連文献を探したりできます。例えば拒絶理由で引用され

た特許 X のファミリー文献や、それに対する他社の対応例（過去の審決例など）を

モデルが調査し、参考情報として提供できます。GPT-4o では審査官引用以外の

情報収集は人手が必要でしたが、o3 なら調査負荷を軽減できます。 

• 応答文書のドラフト生成: o3 は論理的な文章構成が得意なため、意見書や補正書

のドラフトを作成させることができます。例えば「引用文献 1 では〇〇しか開示して

おらず、本願発明の△△は記載がないため進歩性ありと主張する」等、審査意見

に対する反論の文章をそれなりの形式で出力できます。特に、先行技術との差異

を強調しつつ特許性を主張するロジックはテンプレート化しやすいため、モデルに

下書きを作らせてから弁理士が修正するといったワークフローが考えられます。こ

れにより、中間応答文書作成の初期段階がスピードアップします。 

• 多国間手続のサポート: o3 は多言語対応や知識の広さを活かし、各国特許庁の

審査慣行に応じた助言も期待できます。例えば、USPTO と EPO での進歩性判断

の違いを踏まえた主張の組み立て方をアドバイスしたり、海外出願時のクレーム

調整ポイントを教えたりすることが可能です。従来は国ごとに専門家の知見が必

要だった部分で、モデルから有益なヒントが得られる場面も出てくるでしょう。 

GPT-4o では難しかった点: 

• 文献解析と論点整理: GPT-4o に拒絶理由通知書や引用文献そのものを読み込

ませるには情報量が多すぎる場合があり、要約して与えても部分的な解析しかで

きませんでした。その結果、応答方針の立案支援には不十分で、結局人間が一か

ら論点整理を行う必要がありました。特に複数文献の組み合わせによる進歩性拒

絶など複雑なケースでは、モデルが状況を正確に把握すること自体が困難でし

た。 

• 最新法令・審査基準の知識: GPT-4o の知識は 2021 年までで固定されているた

め、その後の法改正や審査基準の更新を反映した判断は期待できません。例え

ば最新の審査ハンドブックの方針に沿った主張展開や、直近の審決例に基づく論

理構成などは、GPT-4o 単体ではカバーできませんでした。結局ユーザがその都

度最新情報を入力して補う必要があり、モデル活用の手間が増えていました。 

• 説得力・法的適合性: GPT-4o は一見もっともらしい文章を生成しますが、特許実

務における説得力や適切性の観点では問題がありました。例えば感情的・曖昧な

表現（「非常に重要な発明である」等）を用いてしまったり、審査意見に真正面から

反論せず冗長な説明を返したりすることがありました。さらに、特許クレームの補

正提案をさせても、禁止追加（新規事項追加）となるような内容を含む危険もあり、

素直に受け入れられないケースが多々ありました。 



o3 にもなお残る課題: 

• 法的論理の正確性: o3 はより高度な推論が可能とはいえ、特許法の厳密な適用

や審査官の心理を完全に理解しているわけではありません。モデルが生成した反

論が本当に特許法上有効か、審査官を説得できるかは、人間の判断でチェックす

る必要があります。場合によってはモデルの提案する補正案が権利範囲を不必要

に狭めてしまうこともあり得ます。モデルの提案はあくまで参考として、人間が取捨

選択・修正を行う前提で活用すべきです。 

• 開示範囲の限界: モデルは与えられた情報内でしか判断できません。拒絶理由通

知や引用文献の記載を逸脱した知識は持ちませんので、もし通知書に書かれてい

ない論点（例えば暗黙の前提や業界常識）が絡む場合、それを考慮した応答案を

出すのは難しいでしょう。人間の審査対応者であれば「この審査官は○○を問題

視している」といった暗黙の了解を踏まえて対応しますが、モデルは明示されたも

の以外は考慮できないため、微妙な案件では物足りない結果になる可能性があり

ます。 

• 責任とリスク: 中間処理での主張ミスや補正ミスは特許権の成否を左右しますが、

モデル出力の誤りに気付かずそのまま提出してしまうリスクもゼロではありませ

ん。例えばモデルが誤って先行技術の内容を混同してしまい的外れな反論を用意

した場合、それに気付かず提出すると拒絶が確定する恐れがあります。また、機

密保持の点でも、拒絶理由通知書には発明の詳細が記載されているため、それを

モデルに入力すること自体に慎重さが必要です（機微情報を含む場合は尚更で

す）。こうしたリスクを考慮し、最終的な判断・責任は人間が負うという姿勢でモデ

ルを使うことが重要です。 

権利活用業務 (ライセンス・訴訟・ポートフォリオ活用) 

o3 によって可能になったこと・強化点: 

• 潜在ライセンシー・市場調査: o3 のウェブ検索能力により、自社特許を活用できそ

うな企業や製品を見つけ出すことが容易になりました。例えば特定の特許につい

て「この技術を使用していそうな業界プレーヤーは誰か？」と質問すれば、モデル

が関連企業名や製品名をウェブから収集しリストアップできます。ニュース記事や

製品カタログの記述から該当技術の実施例を探し出し、潜在的なライセンシー候

補を網羅的に提示できるため、ライセンス営業の効率化につながります。 

• 侵害調査の第一次スクリーニング: ある特許クレームに対して、モデルが公開情

報を基に類似製品や技術を探し、「この製品 A はクレームの各要素を満たす可能



性が高い」などと指摘することが可能です。例えば特許の請求項を入力し、モデル

に「公開情報上でこの請求項を充足しそうな製品を調べて」と依頼すると、該当製

品の仕様書やウェブ記事を検索し、クレーム該当性を分析するといったことが期待

できます。これにより、権利侵害の疑いがある対象を迅速に洗い出すスクリーニン

グ調査が自動化・高速化されます。 

• ポートフォリオ分析と戦略提案: o3 は多数の特許を俯瞰して分析する能力を活か

し、特許ポートフォリオの活用戦略立案にも寄与します。例えば自社保有特許を重

要度（被引用件数や市場規模）順にランキングし、上位の特許について「防御目的

で保持」「ライセンス供与検討」「事業参入に向けて活用」などカテゴリ分けを提案

するといったことが可能です。モデルは公開情報から各特許の価値指標を収集・

計算（被引用数、家族特許国数、残存存続期間など）することもできるため、データ

ドリブンなポートフォリオ評価が行えます。また競合他社の特許ポートフォリオと比

較し、自社の弱点領域を特定するといったコンサル的分析も支援します。 

• ドキュメントレビューの効率化: ライセンス契約書のドラフトや訴訟資料のレビュー

といった業務にも o3 は活用できます。特許ライセンス契約書のひな型を生成した

り、既存契約書を読んで重要な条項やリスクを要約したりすることができます。訴

訟においては相手の特許クレームを解析し無効化の可能性を示唆したり、公判用

の論点メモを作成したりと、テキスト処理・分析のあらゆる場面で支援してくれま

す。GPT-4o に比べ長文・専門文書の理解力が向上しているため、法律文書レビ

ューの効率向上も期待できます。 

GPT-4o では難しかった点: 

• 外部情報の不足: GPT-4o はライセンス先の探索や競合製品の調査を自力で行え

ないため、ユーザーが候補企業リストや製品情報を与えない限り有用な分析がで

きませんでした。結果として「この特許を使いたがる可能性のある企業は？」と尋

ねても、モデルは一般論（「〇〇業界の企業が考えられます」程度）しか答えられ

ず、具体的な社名や製品名の提示は期待できませんでした。侵害調査についても

同様で、モデル自身が製品情報を探せないため、「そのような製品があるかもしれ

ません」と推測するのみで確証は得られませんでした。 

• 厳密な比較・分析の弱さ: GPT-4o は特許クレームと製品仕様を厳密に比較すると

いった論理的厳密性に欠けていました。クレームの微妙な用語の違いを正確に捉

えて判断することが難しく、結果として誤判定（非侵害なのに侵害と言う、またはそ

の逆）をしかねない状態でした。さらに、ポートフォリオの定量評価（被引用数の算

出等）もできず、データに基づく客観分析は人手に頼らざるを得ませんでした。 

• 知識カットオフによるギャップ: GPT-4o の知識は 2021 年までであり、その後の産

業動向や企業買収、製品発売情報などが欠落していました。そのため、例えば最



新の競合製品について質問しても答えられず、活用業務で重要なタイムリーな情

報が得られない欠点がありました。ライセンス交渉で相手が持つ特許の最新状況

（存続期間や法的ステータス）などもモデルは知らないため、誤った前提で分析し

てしまう可能性もありました。 

o3 にもなお残る課題: 

• 法的判断の最終責任: ライセンスや訴訟では法的な判断・戦略決定が伴います

が、モデルの提示は参考情報に留め、最終判断は専門家が下す必要がありま

す。例えばモデルが「製品 X は特許 Y を侵害している可能性大」と述べても、それ

は公開情報からの推測に過ぎず、実際に侵害かどうかは詳細な技術解析と法律

判断が不可欠です。モデルの分析を鵜呑みにして交渉や法的措置に踏み切るの

は危険であり、必ずエキスパートの確認・裏付け調査を経るべきです。 

• 情報の非網羅性: ウェブ検索で得られる情報には限界があります。特に製品の詳

細仕様や非公開の利用事例など、モデルにはアクセスできない情報も多いです。

また、企業戦略上重要な内部情報（どの特許をライセンスアウトしたいか等）はモ

デルには分かりません。したがって、モデルの提案はどうしても公開情報に基づく

表面的なものとなり、最終的には企業内の情報や判断と組み合わせて活用する

必要があります。 

• 機密性と交渉戦略: 特許の活用戦略自体が極めて機密性の高い情報です。モデ

ルに一連のポートフォリオ戦略を相談する際、その情報が外部に出ないとはいえ

心配が残ります。また、モデルが提案するライセンス条件や訴訟戦略は、相手も見

る可能性があるオープンな場所には書けません。ChatGPT Enterprise 等で社内

限定利用するといった対策は取るべきでしょう。さらに、ライセンス交渉では相手の

出方によって臨機応変に対応を変える必要がありますが、モデルはあくまで静的

な分析しかできません。動的な駆け引きは人間の役割であり、モデルは事前準備

の範囲で活用するのが適切です。 

総括と今後の展望 

OpenAI o3 の登場により、知財業務は情報収集・分析の自動化と意思決定支援のレベル

が飛躍的に向上しました。GPT-4o では難しかった最新情報へのアクセスやマルチモーダ

ル解析、複雑な推論が可能になり、各業務において時間短縮と網羅性向上が期待できま

す。一方で、知財業務の最終的な判断（戦略決定、権利範囲の確定、法的主張など）は依

然として人間の専門知識に委ねる部分が大きく、モデルの提案を過信せずエラーや漏れ

を検証するプロセスは不可欠です。また、機密情報の取り扱いやモデル出力の法的リス



クについては十分注意し、社内ルール整備や人間のレビュー体制と組み合わせて活用す

ることが重要です。 

総じて、o3 は GPT-4o に比べ知財実務への実装度を大きく高めた強力なツールと言えま

す。それぞれの業務領域で、ルーチン作業の効率化や新たな視点の提供といった恩恵を

もたらす一方、「最後の 10%の詰めの部分（高度な判断や責任ある意思決定）は依然人間

が担うべきである点を踏まえ、今後は人間と AI の協働により知財業務の質とスピードを

両立していくことが期待されます。 

最後に、技術の進歩に伴いモデルの精度・信頼性がさらに向上すれば、将来的にはより

高度な知財戦略のシミュレーションや完全自動化された特許分類・分析なども現実味を帯

びてくるでしょう。しかし現時点では、o3 は有能なアシスタントであっても完全な代行者で

はないことを念頭に置き、適切な役割分担のもと活用していくことが、知財業務における

最大の成果につながると言えます。今後のモデル（例えば更なる o シリーズや GPT-5 以

降）にも注目しつつ、現行の o3 を賢く使いこなすことが実務上の鍵となるでしょう。 

参考文献: 本回答では OpenAI 公式ブログや特許業務に関する分析記事の内容を参照

し、GPT-4o の限界点と o3 の新機能を比較・考察しました。 
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